提出日　　　年　　月　　日

要　望　書

組合員名　　　　　　　　　　　　担当者　　　　　　　　　　　　　　　
第　　　　班　（班長　　　　　　　）

■　内容

事務局使用欄

	事務局受理日
	
	担当理事
	

	理事会/三役会取扱予定日
	
	予定提出先
	


提出日平成２６年　2月　10日

要　望　書

組合員名　　株式会社イワツキ　　担当者　岩槻　太郎　　　　　　　　　　　
第　25　班　（班長　　コカバ工業様　　　）

■　内容

事務局使用欄

	事務局受理日
	
	担当理事
	

	理事会/三役会取扱予定日
	
	予定提出先
	


提出日平成２６年　2月　10日


要　望　書

組合員名　　株式会社イワツキ　　担当者　岩槻　太郎　　　　　　　　　　　
第　25　班　（班長　　コカバ工業様　　　）

■　内容

事務局使用欄

	事務局受理日
	
	担当理事
	

	理事会/三役会取扱予定日
	
	予定提出先
	


H26年2月19日

■「要望書」基本運用ルール

組合員は、工業団地内に起こる各組合員共通問題等に関して、要望書を使用し、組合理事会へ審議起案・発信することが出来る。

手順

①組合員は要望書に必要事項、起こっている問題等について具体的に詳しく記入し、所属している班の班長へ提出する。

②要望書が提出された班長は速やかに事務局へ提出する

③事務局は提出された要望書の内容を詳しく確認し、提出した組合員に対してヒアリングをして内容を把握した上で、直近に開催される三役会へ提出する

④三役会は要望書内容を検討し、必要あれば提出した組合員へさらにヒアリングをし、理事会へ審議事項とするか検討する

⑤理事会に要望者が提出された場合、その後の対応を理事会にて審議検討する

⑥審議検討結果を提出した組合員へ通達する

⑦他の組合員への通達・告知が必要な場合は、組合ニュースに掲載し全組合員へ告知とする

· 提出された内容が組合員共通な問題として扱えない場合は提出された要望書は棄却する（提出した組合員へ通達する）

· 受理された要望書に関して、三役会・理事会は内容の実現を保障するものではない

· 複数の要望書が提出された場合、内容により、三役会・理事会にて優先順位をつけ、対応にあたる

· この「要望書」の運用ルールは2014年4月11日よりスタートする

· 「要望書」基本運用ルールは実際の運用スタート後に状況を見ながら適切に変更することがある。その場合は各組員へは組合ニュースなどを使用し告知する







記入例





ここ最近、朝７:００～８:００ごろの時間帯に、弊社の会社入り口付近に大型トラックが停車していることが多く見受けられるようになって、出社時間帯と重なり、事故が起きないか心配していたところ、つい先日弊社社員が停車している大型トラック（停車中）と接触事故を起こしてしまいました。事故自体は当然本人が悪いことなのですし、人身事故にならずにすんだのでその点では良かったのですが、自転車・徒歩の人もいますし、心配が絶えません。直接トラックの運転手との接触はまだしていませんが、当人同士で交渉すると何かとトラブルになるので、工業団地組合様から何か働きかけは出来ないものでしょうか？何か良いアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。





記入例内容事例





※その他、要望書に記入するような参考事例を挙げてみました


工業団地内の道路・その他環境整備について


冠水道路の改善、カーブミラー設置希望等


教育研修事業において扱ってほしいテーマや内容など


助成金補助金活用、中堅社員への研修テーマ等


現在、組合で行っている事業に関する意見


納涼大会の内容について等


組合ニュースで取り扱ってほしい案件等


新たな税制や政策についてより詳細な内容を希望する等


公共機関への要望


治安低下のために警察へパトロール強化の依頼等











岩槻工業団地事業協同組合


